
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
（
空
気
槽
） 

第
八
条 
事
業
者
は
、
潜
水
業
務
従
事
者
（
潜
水
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
（

以
下
「
潜
水
作
業
者
」
と
い
う
。
）
及
び
潜
水
業
務
の
一
部
を
請
け
負
わ
せ

た
場
合
に
お
け
る
潜
水
業
務
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
以
下
「
潜

水
業
務
請
負
人
等
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
、
空
気
圧
縮

機
に
よ
り
送
気
す
る
と
き
は
、
当
該
空
気
圧
縮
機
に
よ
る
送
気
を
受
け
る
潜

水
業
務
従
事
者
ご
と
に
、
送
気
を
調
節
す
る
た
め
の
空
気
槽
及
び
事
故
の
場

合
に
必
要
な
空
気
を
た
く
わ
え
て
あ
る
空
気
槽
（
以
下
「
予
備
空
気
槽
」
と

い
う
。
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

３ 

第
一
項
の
送
気
を
調
節
す
る
た
め
の
空
気
槽
が
前
項
各
号
に
定
め
る
予
備

空
気
槽
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
基
準
に
適
合
す

る
予
備
ボ
ン
ベ
（
事
故
の
場
合
に
必
要
な
空
気
を
た
く
わ
え
て
あ
る
ボ
ン
ベ

を
い
う
。
）
を
潜
水
業
務
従
事
者
に
携
行
さ
せ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
予
備
空
気
槽
を
設
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

 

 

（
空
気
槽
） 

第
八
条 

事
業
者
は
、
潜
水
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
（
以
下
「
潜
水
作
業
者

」
と
い
う
。
）
に
、
空
気
圧
縮
機
に
よ
り
送
気
す
る
と
き
は
、
当
該
空
気
圧

縮
機
に
よ
る
送
気
を
受
け
る
潜
水
作
業
者
ご
と
に
、
送
気
を
調
節
す
る
た
め

の
空
気
槽そ

う

及
び
事
故
の
場
合
に
必
要
な
空
気
を
た
く
わ
え
て
あ
る
空
気
槽そ

う

（

以
下
「
予
備
空
気
槽そ

う

」
と
い
う
。
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

２ 

（
略
） 

３ 

第
一
項
の
送
気
を
調
節
す
る
た
め
の
空
気
槽そ

う

が
前
項
各
号
に
定
め
る
予
備

空
気
槽そ

う

の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
基
準
に
適
合
す

る
予
備
ボ
ン
ベ
（
事
故
の
場
合
に
必
要
な
空
気
を
た
く
わ
え
て
あ
る
ボ
ン
ベ

を
い
う
。
）
を
潜
水
作
業
者
に
携
行
さ
せ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
予
備
空
気
槽そ

う

を
設
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

 

 

（
空
気
清
浄
装
置
、
圧
力
計
及
び
流
量
計
） 

第
九
条 

事
業
者
は
、
潜
水
業
務
従
事
者
に
空
気
圧
縮
機
に
よ
り
送
気
す
る
場

合
に
は
、
送
気
す
る
空
気
を
清
浄
に
す
る
た
め
の
装
置
の
ほ
か
、
潜
水
業
務

従
事
者
が
圧
力
調
整
器
を
使
用
す
る
と
き
は
送
気
圧
を
計
る
た
め
の
圧
力
計

を
、
そ
れ
以
外
の
と
き
は
そ
の
送
気
量
を
計
る
た
め
の
流
量
計
を
設
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
空
気
清
浄
装
置
、
圧
力
計
及
び
流
量
計
） 

第
九
条 

事
業
者
は
、
潜
水
作
業
者
に
空
気
圧
縮
機
に
よ
り
送
気
す
る
場
合
に

は
、
送
気
す
る
空
気
を
清
浄
に
す
る
た
め
の
装
置
の
ほ
か
、
潜
水
作
業
者
に

圧
力
調
整
器
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
送
気
圧
を
計
る
た
め
の
圧
力
計
を
、
そ

れ
以
外
の
と
き
は
そ
の
送
気
量
を
計
る
た
め
の
流
量
計
を
設
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

 

（
作
業
主
任
者
） 

第
十
条 

（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

（
作
業
主
任
者
） 

第
十
条 
（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 



 

 

一
～
四 

（
略
） 

五 

気
こ
う
室
へ
の
送
気
又
は
気
こ
う
室
か
ら
の
排
気
の
調
節
を
行
う
た
め

の
バ
ル
ブ
又
は
コ
ッ
ク
を
操
作
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
と
連
絡
し
て
、

高
圧
室
内
作
業
者
に
対
す
る
加
圧
又
は
減
圧
が
第
十
四
条
又
は
第
十
八
条

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
適
合
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
措
置
す
る
こ

と
。 

六 

（
略
） 

 

一
～
四 

（
略
） 

五 

気
こ
う
室
へ
の
送
気
又
は
気
こ
う
室
か
ら
の
排
気
の
調
節
を
行
う
た
め

の
バ
ル
ブ
又
は
コ
ツ
ク
を
操
作
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
と
連
絡
し
て
、

高
圧
室
内
作
業
者
に
対
す
る
加
圧
又
は
減
圧
が
第
十
四
条
又
は
第
十
八
条

の
規
定
に
適
合
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
措
置
す
る
こ
と
。 

 

六 

（
略
） 

 

第
十
条
の
二 

事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
の
高
圧
室
内
作
業
の
一
部
を
請
け
負

わ
せ
た
場
合
に
お
け
る
高
圧
室
内
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
高
圧
室
内
作
業
に
従
事

す
る
者
が
作
業
室
に
入
室
し
、
又
は
作
業
室
か
ら
退
室
す
る
と
き
に
、
当
該

高
圧
室
内
作
業
に
従
事
す
る
者
の
人
数
を
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
作
業
室
及
び
気
こ
う
室
に
お
い
て
前
項
に
規
定
す
る
者
が
健

康
に
異
常
を
生
じ
た
と
き
は
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
新
設
） 

 

（
立
入
禁
止
） 

第
十
三
条 

事
業
者
は
、
必
要
の
あ
る
者
以
外
の
者
が
気
こ
う
室
及
び
作
業
室

に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る

こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
掲
示
以
外
の
方
法
に
よ

り
禁
止
し
た
と
き
は
、
気
こ
う
室
及
び
作
業
室
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
潜

函か
ん

、
潜
鐘
、
圧
気
シ
ー
ル
ド
等
の
外
部
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
立
入
禁
止
） 

第
十
三
条 

事
業
者
は
、
必
要
の
あ
る
者
以
外
の
者
が
気
こ
う
室
及
び
作
業
室

に
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し
、
そ
の
旨
を
潜
函か

ん

、
潜
鐘
、
圧
気
シ
ー
ル
ド
等

の
外
部
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
加
圧
の
速
度
） 

第
十
四
条 

事
業
者
は
、
気
こ
う
室
に
お
い
て
高
圧
室
内
業
務
従
事
者
（
高
圧

室
内
作
業
者
及
び
高
圧
室
内
業
務
の
一
部
を
請
け
負
わ
せ
た
場
合
に
お
け
る

高
圧
室
内
業
務
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
以
下
「
高
圧
室
内
業
務

請
負
人
等
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
加
圧
を
行
う
と
き
は

、
毎
分
〇
・
〇
八
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
速
度
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

 

（
加
圧
の
速
度
） 

第
十
四
条 

事
業
者
は
、
気
こ
う
室
に
お
い
て
高
圧
室
内
作
業
者
に
加
圧
を
行

う
と
き
は
、
毎
分
〇
・
〇
八
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
速
度
で
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 



 

 

  

（
ガ
ス
分
圧
の
制
限
） 

第
十
五
条 

事
業
者
は
、
酸
素
、
窒
素
又
は
炭
酸
ガ
ス
に
よ
る
高
圧
室
内
作
業

者
の
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
高
圧
室
内
作
業
者
が
高
圧
室
内
業

務
に
従
事
し
て
い
る
間
、
作
業
室
及
び
気
こ
う
室
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲

げ
る
気
体
の
分
圧
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
分
圧
の
範
囲
に
収
ま
る

よ
う
に
、
作
業
室
又
は
気
こ
う
室
へ
の
送
気
、
換
気
そ
の
他
の
必
要
な
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

酸
素 

十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
百
六
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下
（
た
だ

し
、
気
こ
う
室
に
お
い
て
減
圧
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
八
キ
ロ
パ

ス
カ
ル
以
上
二
百
二
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下
と
す
る
。
） 

 

二
・
三 

（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
請
負
人
等
に
つ
い
て
、
当
該
高
圧
室
内
業
務

請
負
人
等
が
高
圧
室
内
業
務
に
従
事
す
る
間
（
高
圧
室
内
作
業
者
が
当
該
高

圧
室
内
業
務
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
作
業
室
及
び
気
こ
う
室
に
お

け
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
気
体
の
分
圧
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
分

圧
の
範
囲
に
収
ま
る
よ
う
に
、
作
業
室
又
は
気
こ
う
室
へ
の
送
気
、
換
気
そ

の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

 

（
ガ
ス
分
圧
の
制
限
） 

第
十
五
条 

事
業
者
は
、
酸
素
、
窒
素
又
は
炭
酸
ガ
ス
に
よ
る
高
圧
室
内
作
業

者
の
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
作
業
室
及
び
気
こ
う
室
に
お
け
る
次
の

各
号
に
掲
げ
る
気
体
の
分
圧
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
分
圧
の
範
囲

に
収
ま
る
よ
う
に
、
作
業
室
又
は
気
こ
う
室
へ
の
送
気
、
換
気
そ
の
他
の
必

要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

酸
素 

十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
百
六
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下
（
た
だ

し
、
気
こ
う
室
に
お
い
て
高
圧
室
内
作
業
者
に
減
圧
を
行
う
場
合
に
あ
つ

て
は
、
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
二
百
二
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下
と
す
る

。
） 

二
・
三 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

（
酸
素
ば
く
露
量
の
制
限
） 

第
十
六
条 

事
業
者
は
、
酸
素
に
よ
る
高
圧
室
内
作
業
者
の
健
康
障
害
を
防
止

す
る
た
め
、
高
圧
室
内
作
業
者
に
つ
い
て
、
当
該
高
圧
室
内
作
業
者
が
高
圧

室
内
業
務
に
従
事
し
て
い
る
間
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
求

め
た
酸
素
ば
く
露
量
が
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
値
を
超
え
な
い
よ
う
に

、
作
業
室
又
は
気
こ
う
室
へ
の
送
気
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
請
負
人
等
に
つ
い
て
、
当
該
高
圧
室
内
業
務

請
負
人
等
が
高
圧
室
内
業
務
に
従
事
す
る
間
（
高
圧
室
内
作
業
者
が
当
該
高

圧
室
内
業
務
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
前
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定

 

（
酸
素
ば
く
露
量
の
制
限
） 

第
十
六
条 

事
業
者
は
、
酸
素
に
よ
る
高
圧
室
内
作
業
者
の
健
康
障
害
を
防
止

す
る
た
め
、
高
圧
室
内
作
業
者
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
方
法

に
よ
り
求
め
た
酸
素
ば
く
露
量
が
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
値
を
超
え
な

い
よ
う
に
、
作
業
室
又
は
気
こ
う
室
へ
の
送
気
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
新
設
） 

  



 

 

め
る
方
法
に
よ
り
求
め
た
酸
素
ば
く
露
量
が
、
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
値
を
超
え
な
い
よ
う
に
、
作
業
室
又
は
気
こ
う
室
へ
の
送
気
そ
の
他
の

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
有
害
ガ
ス
の
抑
制
） 

第
十
七
条 
事
業
者
は
、
高
圧
室
内
作
業
者
が
高
圧
室
内
業
務
に
従
事
し
て
い

る
間
、
作
業
室
に
お
け
る
有
害
ガ
ス
に
よ
る
高
圧
室
内
作
業
者
の
危
険
及
び

健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
換
気
、
有
害
ガ
ス
の
測
定
そ
の
他
必
要
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
請
負
人
等
に
つ
い
て
、
当
該
高
圧
室
内
業
務

請
負
人
等
が
高
圧
室
内
業
務
に
従
事
す
る
間
（
高
圧
室
内
作
業
者
が
当
該
高

圧
室
内
業
務
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
作
業
室
に
お
け
る
有
害
ガ
ス

に
よ
る
危
険
及
び
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
換
気
、
有
害
ガ
ス
の
測
定

そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

  

（
減
圧
の
速
度
等
） 

第
十
八
条 

（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
減
圧
を
終
了
し
た
高
圧
室
内
作
業
者
に
対
し
て
、
当
該
減
圧

を
終
了
し
た
時
か
ら
十
四
時
間
は
、
重
激
な
業
務
に
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な

い
。 

３ 

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
請
負
人
等
に
つ
い
て
、
気
こ
う
室
に
お
い
て

当
該
高
圧
室
内
業
務
請
負
人
等
に
減
圧
を
行
う
と
き
は
、
第
一
項
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
請
負
人
等
に
対
し
て
、
減
圧
を
終
了
し
た
時

か
ら
十
四
時
間
は
、
重
激
な
業
務
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
周
知
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

     

（
有
害
ガ
ス
の
抑
制
） 

第
十
七
条 

事
業
者
は
、
作
業
室
に
お
け
る
有
害
ガ
ス
に
よ
る
高
圧
室
内
作
業

者
の
危
険
及
び
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
換
気
、
有
害
ガ
ス
の
測
定
そ

の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
新
設
） 

       

（
減
圧
の
速
度
等
） 

第
十
八
条 

（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
減
圧
を
終
了
し
た
者
に
対
し
て
、
当
該
減
圧
を
終
了
し
た
時

か
ら
十
四
時
間
は
、
重
激
な
業
務
に
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
新
設
） 

  

（
新
設
） 

 

（
減
圧
の
特
例
等
） 

第
十
九
条 

事
業
者
は
、
事
故
の
た
め
に
高
圧
室
内
業
務
従
事
者
を
退
避
さ
せ

、
又
は
健
康
に
異
常
を
生
じ
た
高
圧
室
内
業
務
従
事
者
を
救
出
す
る
と
き
は

 

（
減
圧
の
特
例
等
） 

第
十
九
条 
事
業
者
は
、
事
故
の
た
め
に
高
圧
室
内
作
業
者
を
退
避
さ
せ
、
又

は
健
康
に
異
常
を
生
じ
た
高
圧
室
内
作
業
者
を
救
出
す
る
と
き
は
、
必
要
な



 

 

、
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
減
圧
の
速
度
を
速
め

、
又
は
同
項
に
規
定
す
る
減
圧
を
停
止
す
る
時
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

２ 
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
減
圧
の
速
度
を
速
め
、
又
は
減
圧
を
停

止
す
る
時
間
を
短
縮
し
た
と
き
は
、
退
避
さ
せ
、
又
は
救
出
し
た
後
、
速
や

か
に
当
該
高
圧
室
内
業
務
従
事
者
を
再
圧
室
又
は
気
こ
う
室
に
入
れ
、
当
該

高
圧
室
内
業
務
に
係
る
圧
力
に
等
し
い
圧
力
ま
で
加
圧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

３ 

（
略
） 

 

限
度
に
お
い
て
、
前
条
に
規
定
す
る
減
圧
の
速
度
を
速
め
、
又
は
同
条
に
規

定
す
る
減
圧
を
停
止
す
る
時
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
減
圧
の
速
度
を
速
め
、
又
は
減
圧
を
停

止
す
る
時
間
を
短
縮
し
た
と
き
は
、
退
避
さ
せ
、
又
は
救
出
し
た
後
、
速
や

か
に
当
該
高
圧
室
内
作
業
者
を
再
圧
室
又
は
気
こ
う
室
に
入
れ
、
当
該
高
圧

室
内
業
務
に
係
る
圧
力
に
等
し
い
圧
力
ま
で
加
圧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 

（
略
） 

 

 

（
減
圧
時
の
措
置
） 

第
二
十
条 

事
業
者
は
、
気
こ
う
室
に
お
い
て
、
高
圧
室
内
業
務
従
事
者
に
減

圧
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

気
こ
う
室
内
の
温
度
が
十
度
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
高
圧
室
内
業
務

従
事
者
に
毛
布
そ
の
他
の
適
当
な
保
温
用
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。 

三 

減
圧
に
要
す
る
時
間
が
一
時
間
を
超
え
る
場
合
に
は
、
高
圧
室
内
業
務

従
事
者
に
椅
子
そ
の
他
の
休
息
用
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。 

２ 

事
業
者
は
、
気
こ
う
室
に
お
い
て
高
圧
室
内
業
務
従
事
者
に
減
圧
を
行
う

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
減
圧
に
要
す
る
時
間
を
当
該
高
圧
室
内
業
務

従
事
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
減
圧
時
の
措
置
） 

第
二
十
条 

事
業
者
は
、
気
こ
う
室
に
お
い
て
、
高
圧
室
内
作
業
者
に
減
圧
を

行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

気
こ
う
室
内
の
温
度
が
十
度
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
高
圧
室
内
作
業

者
に
毛
布
そ
の
他
の
適
当
な
保
温
用
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。 

三 

減
圧
に
要
す
る
時
間
が
一
時
間
を
超
え
る
場
合
に
は
、
高
圧
室
内
作
業

者
に
椅
子
そ
の
他
の
休
息
用
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。 

２ 

事
業
者
は
、
気
こ
う
室
に
お
い
て
高
圧
室
内
作
業
者
に
減
圧
を
行
う
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
減
圧
に
要
す
る
時
間
を
当
該
高
圧
室
内
作
業
者
に

周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
連
絡
） 

第
二
十
一
条 

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
を
行
う
と
き
は
、
気
こ
う
室
の
付

近
に
、
高
圧
室
内
作
業
者
及
び
空
気
圧
縮
機
の
運
転
を
行
う
者
と
の
連
絡
そ

の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
た
め
の
者
（
次
項
に
お
い
て
「
連
絡
員
」
と
い

う
。
）
を
常
時
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

３ 

事
業
者
は
、
前
項
の
通
話
装
置
が
故
障
し
た
場
合
に
お
い
て
も
連
絡
す
る

こ
と
が
で
き
る
方
法
を
定
め
る
と
と
も
に
、
当
該
方
法
を
見
や
す
い
場
所
に

掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
連
絡
） 

第
二
十
一
条 

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
を
行
う
と
き
は
、
気
こ
う
室
の
付

近
に
、
高
圧
室
内
作
業
者
及
び
空
気
圧
縮
機
の
運
転
を
行
う
者
と
の
連
絡
そ

の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
た
め
の
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
連
絡
員

」
と
い
う
。
）
を
常
時
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

３ 

事
業
者
は
、
前
項
の
通
話
装
置
が
故
障
し
た
場
合
に
お
い
て
も
連
絡
す
る

こ
と
が
で
き
る
方
法
を
定
め
る
と
と
も
に
、
当
該
方
法
を
高
圧
室
内
作
業
者

、
空
気
圧
縮
機
の
運
転
を
行
う
者
及
び
連
絡
員
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し



 

 

 

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 
（
事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
措
置
） 

第
二
十
三
条 

事
業
者
は
、
送
気
設
備
の
故
障
、
出
水
そ
の
他
の
事
故
に
よ
り

危
険
又
は
健
康
障
害
の
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
高
圧
室
内
業
務
従

事
者
を
潜
函か

ん

、
潜
鐘
、
圧
気
シ
ー
ル
ド
等
の
外
部
へ
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
場
合
に
は
、
送
気
設
備
の
異
常
の
有
無
、
潜
函か

ん

等
の

異
常
な
沈
下
の
有
無
及
び
傾
斜
の
状
態
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
し
、

危
険
又
は
健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け

れ
ば
、
特
に
指
名
し
た
者
以
外
の
者
を
潜
函か

ん

、
潜
鐘
、
圧
気
シ
ー
ル
ド
等
に

入
れ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

 

（
事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
措
置
） 

第
二
十
三
条 

事
業
者
は
、
送
気
設
備
の
故
障
、
出
水
そ
の
他
の
事
故
に
よ
り

高
圧
室
内
作
業
者
に
危
険
又
は
健
康
障
害
の
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は

、
高
圧
室
内
作
業
者
を
潜
函か

ん

、
潜
鐘
、
圧
気
シ
ー
ル
ド
等
の
外
部
へ
退
避
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
場
合
に
は
、
送
気
設
備
の
異
常
の
有
無
、
潜
函か

ん

等
の

異
常
な
沈
下
の
有
無
及
び
傾
斜
の
状
態
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
し
、

高
圧
室
内
作
業
者
に
危
険
又
は
健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
特
に
指
名
し
た
者
以
外
の
者
を
潜
函か

ん

、
潜
鐘
、

圧
気
シ
ー
ル
ド
等
に
入
れ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

 

（
排
気
沈
下
の
場
合
の
措
置
） 

第
二
十
四
条 

事
業
者
は
、
作
業
室
内
を
排
気
し
て
潜
函か

ん

を
沈
下
さ
せ
る
と
き

は
、
高
圧
室
内
業
務
従
事
者
を
潜
函か

ん

の
外
部
へ
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
場
合
に
は
、
出
水
又
は
有
害
ガ
ス
の
発
生
の
有
無
そ

の
他
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
し
、
危
険
又
は
健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が

な
い
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
特
に
指
名
し
た
者
以
外
の
者
を
潜

函か
ん

に
入
れ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

 

（
排
気
沈
下
の
場
合
の
措
置
） 

第
二
十
四
条 

事
業
者
は
、
作
業
室
内
を
排
気
し
て
潜
函か

ん

を
沈
下
さ
せ
る
と
き

は
、
高
圧
室
内
作
業
者
を
潜
函か

ん

の
外
部
へ
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
場
合
に
は
、
出
水
又
は
有
害
ガ
ス
の
発
生
の
有
無
そ

の
他
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
し
、
高
圧
室
内
作
業
者
に
危
険
又
は
健
康
障
害

を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
特
に
指
名
し

た
者
以
外
の
者
を
潜
函か

ん

に
入
れ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

 

（
発
破
を
行
つ
た
場
合
の
措
置
） 

第
二
十
五
条 

事
業
者
は
、
作
業
室
内
に
お
い
て
発
破
を
行
つ
た
と
き
は
、
高

圧
室
内
業
務
従
事
者
が
作
業
室
内
の
空
気
が
発
破
前
の
状
態
に
復
す
る
前
に

入
室
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
作
業
室
内
の
空
気
が
発
破
前
の
状
態
に
復
す
る

ま
で
入
室
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他

の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
発
破
を
行
な
つ
た
場
合
の
措
置
） 

第
二
十
五
条 

事
業
者
は
、
作
業
室
内
に
お
い
て
発
破
を
行
な
つ
た
と
き
は
、

作
業
室
内
の
空
気
が
発
破
前
の
状
態
に
復
す
る
ま
で
、
高
圧
室
内
作
業
者
を

入
室
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

 

（
火
傷
等
の
防
止
） 

第
二
十
五
条
の
二 

（
略
） 

 

（
火
傷
等
の
防
止
） 

第
二
十
五
条
の
二 
（
略
） 



 

 

２ 

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
を
行
う
と
き
は
、
潜
函か

ん

、
潜
鐘
、
圧
気
シ
ー

ル
ド
等
の
内
部
に
お
い
て
溶
接
、
溶
断
そ
の
他
の
火
気
又
は
ア
ー
ク
を
使
用

す
る
作
業
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
溶
接
等
の
作
業
」
と
い
う
。
）
を
行

つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
作
業
の
性
質
上
や
む
を
え
な
い
場
合
で
あ
つ

て
圧
力
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
気
圧
下
の
場
所
に
お
い
て
溶
接
等
の

作
業
を
行
う
と
き
、
又
は
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
所
に
お
い
て
溶
接
等

の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
を
行
う
と
き
は
、
高
圧
室
内
業
務
請
負
人
等

に
対
し
、
潜
函か

ん

、
潜
鐘
、
圧
気
シ
ー
ル
ド
等
の
内
部
に
お
い
て
溶
接
等
の
作

業
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

前
項
た
だ
し
書
の
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

４ 

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
を
行
う
と
き
は
、
火
気
又
は
マ
ッ
チ
、
ラ
イ

タ
ー
そ
の
他
発
火
の
お
そ
れ
の
あ
る
物
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
火
気
等

」
と
い
う
。
）
を
潜
函か

ん

、
潜
鐘
、
圧
気
シ
ー
ル
ド
等
の
内
部
に
持
ち
込
む
こ

と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
気
こ
う
室
の
外
部
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示

す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
掲
示
以
外
の
方
法

に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
潜
函か

ん

、
潜
鐘
、
圧
気
シ
ー
ル
ド
等
の
内
部
へ
の

火
気
等
の
持
込
み
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
旨
を
気
こ
う
室
の
外
部
の
見
や
す
い

場
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
作
業
の
性
質
上
や
む
を
得

な
い
場
合
で
あ
つ
て
圧
力
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
気
圧
下
の
場
所
に

お
い
て
溶
接
等
の
作
業
を
行
う
と
き
、
又
は
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
場
所
に
お
い
て
溶
接
等
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
溶
接
等
の
作
業

に
必
要
な
火
気
等
を
潜
函か

ん

、
潜
鐘
、
圧
気
シ
ー
ル
ド
等
の
内
部
に
持
ち
込
む

こ
と
が
で
き
る
。 

 
２ 

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
を
行
う
と
き
は
、
潜
か
ん
、
潜
鐘
、
圧
気
シ

ー
ル
ド
等
の
内
部
に
お
い
て
溶
接
、
溶
断
そ
の
他
の
火
気
又
は
ア
ー
ク
を
使

用
す
る
作
業
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
溶
接
等
の
作
業
」
と
い
う
。
）
を

行
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
作
業
の
性
質
上
や
む
を
え
な
い
場
合
で
あ

つ
て
圧
力
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
気
圧
下
の
場
所
に
お
い
て
溶
接
等

の
作
業
を
行
う
と
き
、
又
は
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
所
に
お
い
て
溶
接

等
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
新
設
） 

   

３ 

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
を
行
う
と
き
は
、
火
気
又
は
マ
ツ
チ
、
ラ
イ

タ
ー
そ
の
他
発
火
の
お
そ
れ
の
あ
る
物
を
潜
か
ん
、
潜
鐘
、
圧
気
シ
ー
ル
ド

等
の
内
部
に
持
ち
込
む
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
気
こ
う
室
の
外

部
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
作
業
の
性

質
上
や
む
を
得
な
い
場
合
で
あ
つ
て
圧
力
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
気

圧
下
の
場
所
に
お
い
て
溶
接
等
の
作
業
を
行
う
と
き
、
又
は
前
項
の
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
場
所
に
お
い
て
溶
接
等
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
溶

接
等
の
作
業
に
必
要
な
火
気
又
は
マ
ツ
チ
、
ラ
イ
タ
ー
そ
の
他
発
火
の
お
そ

れ
の
あ
る
物
を
潜
か
ん
、
潜
鐘
、
圧
気
シ
ー
ル
ド
等
の
内
部
に
持
ち
込
む
こ

と
が
で
き
る
。 

 

 

（
作
業
計
画
等
の
準
用
） 

第
二
十
七
条 

第
十
二
条
の
二
及
び
第
二
十
条
の
二
の
規
定
は
潜
水
業
務
（
水

深
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
所
に
お
け
る
潜
水
業
務
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、

第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定
は
潜
水
業
務
に
つ
い
て
、
第
十
五
条
、
第

十
六
条
並
び
に
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
潜
水
作
業
者
に
つ

い
て
、
第
十
五
条
第
二
項
、
第
十
六
条
第
二
項
並
び
に
第
十
八
条
第
三
項
及

 
（
作
業
計
画
等
の
準
用
） 

第
二
十
七
条 

第
十
二
条
の
二
及
び
第
二
十
条
の
二
の
規
定
は
潜
水
業
務
（
水

深
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
所
に
お
け
る
潜
水
業
務
に
限
る
。
第
四
十
二
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
及
び
第
十
八

条
の
規
定
は
潜
水
作
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ



 

 

び
第
四
項
の
規
定
は
潜
水
業
務
請
負
人
等
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 

（
略
） 

第
十
五
条
第

一
項 

作
業
室
及
び
気
こ
う
室

に
お
け
る 

当
該
潜
水
作
業
者
が
吸

入
す
る
時
点
の 

（
略
） 

第
十
五
条
第

一
項
第
一
号 

気
こ
う
室
に
お
い
て
高

圧
室
内
業
務
従
事
者
に

減
圧
を
行
う 

潜
水
業
務
従
事
者
が
溺

水
し
な
い
よ
う
必
要
な

措
置
を
講
じ
て
浮
上
を

行
わ
せ
る 

第
十
五
条
第

二
項 

作
業
室
及
び
気
こ
う
室

に
お
け
る
前
項 

当
該
潜
水
業
務
請
負
人

等
が
吸
入
す
る
時
点
の

前
項 

作
業
室
又
は
気
こ
う
室

へ
の
送
気
、
換
気 

当
該
潜
水
業
務
請
負
人

等
へ
の
送
気
、
ボ
ン
ベ

か
ら
の
給
気 

第
十
六
条
第

一
項 

作
業
室
又
は
気
こ
う
室

へ
の
送
気 

潜
水
作
業
者
へ
の
送
気

、
ボ
ン
ベ
か
ら
の
給
気 

第
十
六
条
第

二
項 

作
業
室
又
は
気
こ
う
室

へ
の
送
気 

当
該
潜
水
業
務
請
負
人

等
へ
の
送
気
、
ボ
ン
ベ

か
ら
の
給
気 

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

   

（
略
） 

第
十
五
条 

作
業
室
及
び
気
こ
う
室

に
お
け
る 

当
該
潜
水
作
業
者
が
吸

入
す
る
時
点
の 

（
略
） 

第
十
五
条
第

一
号 

気
こ
う
室
に
お
い
て
高

圧
室
内
作
業
者
に
減
圧

を
行
う 

潜
水
作
業
者
が
溺
水
し

な
い
よ
う
必
要
な
措
置

を
講
じ
て
浮
上
を
行
わ

せ
る 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

  

（
新
設
） 

  

第
十
六
条 

作
業
室
又
は
気
こ
う
室

へ
の
送
気 

潜
水
作
業
者
へ
の
送
気

、
ボ
ン
ベ
か
ら
の
給
気 

（
新
設
） 

（
新
設
） 



 

 

（
略
） 

第
十
八
条
第

二
項 

減
圧 

浮
上 

第
十
八
条
第

三
項 

気
こ
う
室
に
お
い
て
当

該
高
圧
室
内
業
務
請
負

人
等
に
減
圧
を
行
う 

当
該
潜
水
業
務
請
負
人

等
に
浮
上
を
行
わ
せ
る 

第
十
八
条
第

四
項 

減
圧 

浮
上 

（
略
） 

 

（
略
） 

第
十
八
条
第

二
項 

減
圧 

浮
上 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

  

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

（
略
） 

 

 

 

（
送
気
量
及
び
送
気
圧
） 

第
二
十
八
条 

事
業
者
は
、
空
気
圧
縮
機
又
は
手
押
ポ
ン
プ
に
よ
り
潜
水
業
務

従
事
者
に
送
気
す
る
と
き
は
、
潜
水
業
務
従
事
者
ご
と
に
、
そ
の
水
深
の
圧

力
下
に
お
け
る
送
気
量
を
、
毎
分
六
十
リ
ッ
ト
ル
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
者
は
、
潜
水
業
務
従
事
者
に
圧
力
調

整
器
を
使
用
さ
せ
る
場
合
に
は
、
潜
水
業
務
従
事
者
ご
と
に
、
そ
の
水
深
の

圧
力
下
に
お
い
て
毎
分
四
十
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
送
気
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

空
気
圧
縮
機
を
使
用
し
、
か
つ
、
送
気
圧
を
そ
の
水
深
の
圧
力
に
〇
・
七
メ

ガ
パ
ス
カ
ル
を
加
え
た
値
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

 

（
送
気
量
及
び
送
気
圧
） 

第
二
十
八
条 

事
業
者
は
、
空
気
圧
縮
機
又
は
手
押
ポ
ン
プ
に
よ
り
潜
水
作
業

者
に
送
気
す
る
と
き
は
、
潜
水
作
業
者
ご
と
に
、
そ
の
水
深
の
圧
力
下
に
お

け
る
送
気
量
を
、
毎
分
六
十
リ
ツ
ト
ル
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
者
は
、
潜
水
作
業
者
に
圧
力
調
整
器

を
使
用
さ
せ
る
場
合
に
は
、
潜
水
作
業
者
ご
と
に
、
そ
の
水
深
の
圧
力
下
に

お
い
て
毎
分
四
十
リ
ツ
ト
ル
以
上
の
送
気
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
空
気
圧
縮

機
を
使
用
し
、
か
つ
、
送
気
圧
を
そ
の
水
深
の
圧
力
に
〇
・
七
メ
ガ
パ
ス
カ

ル
を
加
え
た
値
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
ボ
ン
ベ
か
ら
の
給
気
を
受
け
て
行
う
潜
水
業
務
） 

第
二
十
九
条 

事
業
者
は
、
潜
水
業
務
従
事
者
に
携
行
さ
せ
た
ボ
ン
ベ
（
非
常

用
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
六
条
及
び
第
三

十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
の
給
気
を
受
け
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
（
ボ
ン
ベ
か
ら
の
給
気
を
受
け
て
行
な
う
潜
水
業
務
） 

第
二
十
九
条 

事
業
者
は
、
潜
水
作
業
者
に
携
行
さ
せ
た
ボ
ン
ベ
（
非
常
用
の

も
の
を
除
く
。
以
下
第
三
十
四
条
、
第
三
十
六
条
及
び
第
三
十
七
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
か
ら
の
給
気
を
受
け
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

 

一 

潜
降
直
前
に
、
潜
水
業
務
従
事
者
に
対
し
、
当
該
潜
水
業
務
に
使
用
す

る
ボ
ン
ベ
の
現
に
有
す
る
給
気
能
力
を
知
ら
せ
る
こ
と
。 

二 

潜
水
業
務
従
事
者
に
異
常
が
な
い
か
ど
う
か
を
監
視
す
る
た
め
の
者
を

置
く
こ
と
。 

  

（
圧
力
調
整
器
） 

第
三
十
条 
事
業
者
は
、
潜
水
業
務
従
事
者
に
圧
力
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
の

気
体
を
充
填
し
た
ボ
ン
ベ
か
ら
の
給
気
を
受
け
さ
せ
る
と
き
は
、
二
段
以
上

の
減
圧
方
式
に
よ
る
圧
力
調
整
器
を
潜
水
業
務
従
事
者
に
使
用
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

  

（
浮
上
の
特
例
等
） 

第
三
十
二
条 

事
業
者
は
、
事
故
の
た
め
に
潜
水
業
務
従
事
者
を
浮
上
さ
せ
る

と
き
は
、
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
第
二
十
七
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
浮
上
の
速
度
を
速
め
、
又
は

同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
浮
上
を
停
止
す
る
時
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
浮
上
の
速
度
を
速
め
、
又
は
浮
上
を
停

止
す
る
時
間
を
短
縮
し
た
と
き
は
、
浮
上
後
、
速
や
か
に
当
該
潜
水
業
務
従

事
者
を
再
圧
室
に
入
れ
、
当
該
潜
水
業
務
の
最
高
の
水
深
に
お
け
る
圧
力
に

等
し
い
圧
力
ま
で
加
圧
し
、
又
は
当
該
潜
水
業
務
の
最
高
の
水
深
ま
で
再
び

潜
水
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
潜
水
業
務
従
事
者
を
再
圧
室
に
入
れ
て
加
圧
す

る
場
合
の
加
圧
の
速
度
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 

一 

潜
降
直
前
に
、
潜
水
作
業
者
に
対
し
、
当
該
潜
水
業
務
に
使
用
す
る
ボ

ン
ベ
の
現
に
有
す
る
給
気
能
力
を
知
ら
せ
る
こ
と
。 

二 

潜
水
作
業
者
に
異
常
が
な
い
か
ど
う
か
を
監
視
す
る
た
め
の
者
を
置
く

こ
と
。 

 

 

（
圧
力
調
整
器
） 

第
三
十
条 

事
業
者
は
、
潜
水
作
業
者
に
圧
力
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
気
体

を
充
て
ん
し
た
ボ
ン
ベ
か
ら
の
給
気
を
受
け
さ
せ
る
と
き
は
、
二
段
以
上
の

減
圧
方
式
に
よ
る
圧
力
調
整
器
を
潜
水
作
業
者
に
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

 

（
浮
上
の
特
例
等
） 

第
三
十
二
条 

事
業
者
は
、
事
故
の
た
め
に
潜
水
作
業
者
を
浮
上
さ
せ
る
と
き

は
、
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
第
二
十
七
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
浮
上
の
速
度
を
速
め
、
又
は
同
項

第
二
号
に
規
定
す
る
浮
上
を
停
止
す
る
時
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
浮
上
の
速
度
を
速
め
、
又
は
浮
上
を
停

止
す
る
時
間
を
短
縮
し
た
と
き
は
、
浮
上
後
、
す
み
や
か
に
当
該
潜
水
作
業

者
を
再
圧
室
に
入
れ
、
当
該
潜
水
業
務
の
最
高
の
水
深
に
お
け
る
圧
力
に
等

し
い
圧
力
ま
で
加
圧
し
、
又
は
当
該
潜
水
業
務
の
最
高
の
水
深
ま
で
再
び
潜

水
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
潜
水
作
業
者
を
再
圧
室
に
入
れ
て
加
圧
す
る
場

合
の
加
圧
の
速
度
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 

（
さ
が
り
綱
） 

第
三
十
三
条 

事
業
者
は
、
潜
水
業
務
を
行
う
と
き
は
、
潜
水
業
務
従
事
者
が

潜
降
し
、
及
び
浮
上
す
る
た
め
の
さ
が
り
綱
を
備
え
、
こ
れ
を
潜
水
業
務
従

事
者
に
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

 
（
さ
が
り
綱
） 

第
三
十
三
条 

事
業
者
は
、
潜
水
業
務
を
行
な
う
と
き
は
、
潜
水
作
業
者
が
潜

降
し
、
及
び
浮
上
す
る
た
め
の
さ
が
り
綱
を
備
え
、
こ
れ
を
潜
水
作
業
者
に

使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 



 

 

 

（
連
絡
員
） 

第
三
十
六
条 

事
業
者
は
、
空
気
圧
縮
機
若
し
く
は
手
押
ポ
ン
プ
に
よ
り
送
気

し
て
行
う
潜
水
業
務
又
は
ボ
ン
ベ
（
潜
水
業
務
従
事
者
に
携
行
さ
せ
た
ボ
ン

ベ
を
除
く
。
）
か
ら
の
給
気
を
受
け
て
行
う
潜
水
業
務
を
行
う
と
き
は
、
潜

水
業
務
従
事
者
と
連
絡
す
る
た
め
の
者
（
次
条
に
お
い
て
「
連
絡
員
」
と
い

う
。
）
を
、
潜
水
業
務
従
事
者
二
人
以
下
ご
と
に
一
人
置
き
、
次
の
事
項
を

行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

潜
水
業
務
従
事
者
と
連
絡
し
て
、
そ
の
者
の
潜
降
及
び
浮
上
を
適
正
に

行
わ
せ
る
こ
と
。 

二 

潜
水
業
務
従
事
者
へ
の
送
気
の
調
節
を
行
う
た
め
の
バ
ル
ブ
又
は
コ
ッ

ク
を
操
作
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
と
連
絡
し
て
、
潜
水
業
務
従
事
者
に

必
要
な
量
の
空
気
を
送
気
さ
せ
る
こ
と
。 

三 

送
気
設
備
の
故
障
そ
の
他
の
事
故
に
よ
り
、
危
険
又
は
健
康
障
害
の
生

ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
速
や
か
に
潜
水
業
務
従
事
者
に
連
絡
す
る

こ
と
。 

四 

ヘ
ル
メ
ッ
ト
式
潜
水
器
を
用
い
て
行
う
潜
水
業
務
に
あ
つ
て
は
、
潜
降

直
前
に
当
該
潜
水
業
務
従
事
者
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
が
か
ぶ
と
台
に
結
合
さ
れ

て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
。 

 

 

（
連
絡
員
） 

第
三
十
六
条 

事
業
者
は
、
空
気
圧
縮
機
若
し
く
は
手
押
ポ
ン
プ
に
よ
り
送
気

し
て
行
う
潜
水
業
務
又
は
ボ
ン
ベ
（
潜
水
作
業
者
に
携
行
さ
せ
た
ボ
ン
ベ
を

除
く
。
）
か
ら
の
給
気
を
受
け
て
行
う
潜
水
業
務
を
行
う
と
き
は
、
潜
水
作

業
者
と
連
絡
す
る
た
め
の
者
（
次
条
に
お
い
て
「
連
絡
員
」
と
い
う
。
）
を

、
潜
水
作
業
者
二
人
以
下
ご
と
に
一
人
置
き
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

一 

潜
水
作
業
者
と
連
絡
し
て
、
そ
の
者
の
潜
降
及
び
浮
上
を
適
正
に
行
わ

せ
る
こ
と
。 

二 

潜
水
作
業
者
へ
の
送
気
の
調
節
を
行
う
た
め
の
バ
ル
ブ
又
は
コ
ツ
ク
を

操
作
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
と
連
絡
し
て
、
潜
水
作
業
者
に
必
要
な
量

の
空
気
を
送
気
さ
せ
る
こ
と
。 

三 

送
気
設
備
の
故
障
そ
の
他
の
事
故
に
よ
り
、
潜
水
作
業
者
に
危
険
又
は

健
康
障
害
の
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
速
や
か
に
潜
水
作
業
者
に

連
絡
す
る
こ
と
。 

四 

ヘ
ル
メ
ツ
ト
式
潜
水
器
を
用
い
て
行
う
潜
水
業
務
に
あ
つ
て
は
、
潜
降

直
前
に
当
該
潜
水
作
業
者
の
ヘ
ル
メ
ツ
ト
が
か
ぶ
と
台
に
結
合
さ
れ
て
い

る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
。 

 

 

（
潜
水
業
務
に
お
け
る
携
行
物
等
） 

第
三
十
七
条 

（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
潜
水
業
務
の
一
部
を
請
け
負
わ
せ
た
場
合
に
お
け
る

潜
水
業
務
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
が
、
空
気
圧
縮
機
若
し
く

は
手
押
ポ
ン
プ
に
よ
り
送
気
し
て
行
う
潜
水
業
務
又
は
ボ
ン
ベ
（
当
該
者
に

携
行
さ
せ
た
ボ
ン
ベ
を
除
く
。
）
か
ら
の
給
気
を
受
け
て
行
う
潜
水
業
務
を

行
う
と
き
は
、
当
該
者
に
対
し
、
信
号
索
、
水
中
時
計
、
水
深
計
及
び
鋭
利

な
刃
物
（
当
該
者
と
連
絡
員
と
が
通
話
装
置
に
よ
り
通
話
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
き
に
あ
つ
て
は
、
鋭
利
な
刃
物
）
を
携
行
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

（
略
） 

４ 

事
業
者
は
、
携
行
さ
せ
た
ボ
ン
ベ
か
ら
の
給
気
を
受
け
て
行
う
潜
水
業
務

 

（
潜
水
作
業
者
の
携
行
物
等
） 

第
三
十
七
条 

（
略
） 

（
新
設
） 

       

２ 

（
略
） 

（
新
設
） 



 

 

の
一
部
を
請
け
負
わ
せ
た
場
合
に
お
け
る
潜
水
業
務
に
従
事
す
る
者
（
労
働

者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
水
中
時
計
、
水
深
計
及
び
鋭
利
な
刃
物
を
携
行
す

る
ほ
か
、
救
命
胴
衣
又
は
浮
力
調
整
具
を
着
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

   

 

 

（
病
者
の
就
業
禁
止
） 

第
四
十
一
条 
事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
疾
病
に
か
か
つ

て
い
る
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
医
師
が
必
要
と
認
め
る
期
間
、
高
気
圧
業
務

へ
の
就
業
を
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

肺
結
核
そ
の
他
呼
吸
器
の
結
核
又
は
急
性
上
気
道
感
染
、
じ
ん
肺
、
肺

気
腫
そ
の
他
呼
吸
器
系
の
疾
病 

三
～
七 

（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
請
負
人
等
又
は
潜
水
業
務
請
負
人
等
に
対
し

、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
疾
病
に
か
か
つ
て
い
る
と
き
は
、
医
師

が
必
要
と
認
め
る
期
間
、
高
気
圧
業
務
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
周
知

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
病
者
の
就
業
禁
止
） 

第
四
十
一
条 

事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
疾
病
に
か
か
つ

て
い
る
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
医
師
が
必
要
と
認
め
る
期
間
、
高
気
圧
業
務

へ
の
就
業
を
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

肺
結
核
そ
の
他
呼
吸
器
の
結
核
又
は
急
性
上
気
道
感
染
、
じ
ん
肺
、
肺

気
腫し

ゅ

そ
の
他
呼
吸
器
系
の
疾
病 

三
～
七 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

（
設
置
） 

第
四
十
二
条 

事
業
者
は
、
高
気
圧
業
務
（
潜
水
業
務
に
あ
つ
て
は
、
水
深
十

メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
所
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
と
き
は
、
高
圧

室
内
業
務
従
事
者
又
は
潜
水
業
務
従
事
者
に
つ
い
て
救
急
処
置
を
行
う
た
め

必
要
な
再
圧
室
を
設
置
し
、
又
は
利
用
で
き
る
よ
う
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

（
設
置
） 

第
四
十
二
条 

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
又
は
潜
水
業
務
を
行
う
と
き
は
、

高
圧
室
内
作
業
者
又
は
潜
水
作
業
者
に
つ
い
て
救
急
処
置
を
行
う
た
め
必
要

な
再
圧
室
を
設
置
し
、
又
は
利
用
で
き
る
よ
う
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

２ 

（
略
） 

 

 

（
立
入
禁
止
） 

第
四
十
三
条 

事
業
者
は
、
必
要
の
あ
る
者
以
外
の
者
が
再
圧
室
を
設
置
し
た

場
所
及
び
当
該
再
圧
室
を
操
作
す
る
場
所
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁

止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止

す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
場
所

 
（
立
入
禁
止
） 

第
四
十
三
条 

事
業
者
は
、
必
要
の
あ
る
者
以
外
の
者
が
再
圧
室
を
設
置
し
た

場
所
及
び
当
該
再
圧
室
を
操
作
す
る
場
所
に
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し
、
そ

の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

 

  

が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

  
（
危
険
物
等
の
持
込
み
禁
止
） 

第
四
十
六
条 

事
業
者
は
、
再
圧
室
の
内
部
に
危
険
物
そ
の
他
発
火
若
し
く
は

爆
発
の
お
そ
れ
の
あ
る
物
又
は
高
温
と
な
つ
て
可
燃
物
の
点
火
源
と
な
る
お

そ
れ
の
あ
る
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
危
険
物
等
」
と
い
う
。
）
を
持

ち
込
む
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
再
圧
室
の
入
口
に
掲
示
す
る
こ
と

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
掲
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁

止
し
た
と
き
は
、
再
圧
室
の
内
部
へ
の
危
険
物
等
の
持
込
み
が
禁
止
さ
れ
て

い
る
旨
を
再
圧
室
の
入
口
に
掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
危
険
物
等
の
持
込
み
禁
止
） 

第
四
十
六
条 

事
業
者
は
、
再
圧
室
の
内
部
に
危
険
物
そ
の
他
発
火
若
し
く
は

爆
発
の
お
そ
れ
の
あ
る
物
又
は
高
温
と
な
つ
て
可
燃
物
の
点
火
源
と
な
る
お

そ
れ
の
あ
る
物
を
持
ち
込
む
こ
と
を
禁
止
し
、
そ
の
旨
を
再
圧
室
の
入
口
に

掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 




